
令和６年度知的障害者(児)移動支援事業 

くっしょん事業計画 
 

１  基本方針  

  屋 外 で の 移 動 に 困 難 が あ る 障 害 者（ 児 ）に つ い て 、外 出 の た め の 介 護 を 行

い 、 地 域 で の 自 立 生 活 及 び 社 会 参 加 を 促 す 。  

 

２  支援方針  

⑴  障 害 者 （ 児 ） が 円 滑 に 移 動 で き る よ う 配 慮 す る 。  

 

３  業務目標  

 ⑴  従 事 者 の 確 保 に 努 め る 。  

 ⑵  他 の 事 業 所 の 開 拓 を 行 い 、 利 用 者 の 要 望 に 応 え ら れ る よ う に す る 。  

 ⑶  短 期 保 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 等 と の 連 携 を 図 る 。  

 

４  利用料  

  文 京 区 長 が 定 め た 額 を 徴 収 す る 。  

 

５  支援内容  

 ⑴  区 役 所 等 公 的 機 関 に 行 く た め の 外 出 の 介 助 又 は 付 き 添 い 。  

 ⑵  各 種 行 事 へ 参 加 す る た め の 外 出 の 介 助 又 は 付 き 添 い 。  

 ⑶  冠 婚 葬 祭 の た め の 外 出 の 介 助 又 は 付 き 添 い 。  

 ⑷  買 い 物 に 行 く た め の 外 出 の 介 助 又 は 付 き 添 い 。  

 ⑸  通 学 の 介 助 又 は 付 き 添 い 。  

 

６  営業日及び営業時間  

 ⑴  営 業 日  月 曜 日 ～ 土 曜 日  

   た だ し 、 国 民 の 祝 日 及 び １ ２ 月 ２ ９ 日 ～ １ 月 ３ 日 は 除 く 。  

 ⑵  営 業 時 間  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ５ 時 １ ５ 分  

 ⑶  サ ー ビ ス 提 供 日  ３ ６ ５ 日  

 ⑷  サ ー ビ ス 提 供 時 間  午 前 ７ 時 ～ 午 後 ８ 時   

 ⑸  上 記 の 営 業 日 、営 業 時 間 の 他 、電 話 等 に よ り ２ ４ 時 間 連 絡 が 取 れ る 体 制

を 取 る 。  

⑹  １ 日 の 移 動 支 援 の 上 限 時 間 は 原 則 と し て ６ 時 間 と す る 。 た だ し 、事 故 そ の

他 に よ り や む を 得 ず ６ 時 間 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、必 要 最 小 限 の 範 囲 で 支

援 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

 

 



７  従事者研修  

  移 動 支 援 従 事 者 確 保 の た め 、年 ３ 回 、知 的 障 害 者 移 動 支 援 従 事 者 養 成 研 修

を 実 施 す る 。  

 

８  福祉有償運送  

  道 路 運 送 法 第 ７ ９ 条 の 規 定 に 則 り 、法 人 所 有 の 車 両 を 活 用 し て 、区 外 の 特

別 支 援 学 校 へ の 通 学 グ ル ー プ 支 援 を 行 う 。  

 

 

 

 

 


